 富谷市企業版ふるさと納税寄附　事前確認シート



本シートは、富谷市へ企業版ふるさと納税を希望する企業様からのご寄附の申し出の前に、事前に企業様及び富谷市において確認を行うためのシートとなっております。
　必要事項をご記入いただき、下記の書類送付先へご提出していただくようお願いします。

	お問い合わせ先・書類送付先について

	〒981-3392　宮城県富谷市富谷坂松田30番地
富谷市企画部企画政策課　企業版ふるさと納税担当
TEL：022-358-0517　　FAX：022-358-2365　　Mail：kikakuseisaku@tomiya-city.miyagi.jp



	法人及び、ご担当者様について

	法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本社所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※企業版ふるさと納税の税制上の優遇措置が適用されるためには、法人の本社が富谷市以外の地方公共団体に所属していることが要件となっております。
※本社所在地とは地方税法上の「主たる事務所又は事務所が所在する地方公共団体」のことです。
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【ご担当者様】
所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
役職・お名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



	貴社の税申告について

	どちらかにチェックをお願いします。

　　　　　　　　□青色申告をしている　　　　　　　□青色申告をしていない　　　　　　
※税制上の優遇措置を受けることができる法人は、外国法人を含め「青色申告書」を提出している法人になります。
（「青色申告」とは、複式簿記形式により帳簿に記録し、それに基づき所得を申告する制度です。）



	貴社の決算月及び税申告月について

	　決算月：　　　　月　　　　　　税申告月：　　　　月
※法人諸税の税額控除の優遇措置は、寄附を実際に行った日が属する事業年度に適用されます。
　　但し、決算において、税額控除の対象となる法人諸税に控除できる金額が無い場合は、優遇措置を適用することができません。
※寄附金額は全額を損金算入することができますが、決算において、損金が収入を上回る場合は、税負担軽減効果が受けられない場合があります。






	寄附の契機について（本市との関わり）

	本市との関わりがございましたらご記載ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	

	寄附先の事業について

	事業名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寄附金額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
納入時期：令和　　年　　月頃　　　　　　※寄附金額は１０万円からとなっております。



	寄附の公表について

	内閣府や市ホームページ・広報等での公表を予定しております。
公表の可否につきまして該当する項目にチェックをお願いします。
□　法人名の公表　　　□　寄附金額の公表　　　□　公表を希望しない
※寄附金の予算計上の都合上、市議会に対しては寄附金額の非公表ができない場合がございますので、予めご了承下さい。



	寄附贈呈式について

	本件寄附につきまして、寄附贈呈式の実施希望の有無につきまして該当する項目にチェックをお願いします。
　寄附贈呈式の実施を　　□　希望する　　□　希望しない
※都合により、ご希望通り実施ができない場合がございますので、予めご了承下さい。



	寄附金の納入方法について

	本件寄附の納入方法について、下記より選択願います。
□　口座振込（振込手数料についてはご負担願います）
□　市発行の納付書による納付（市支払い窓口または指定金融機関での納付）
□　その他（物納等）



	誓約事項

	□　貴社、貴社代表者及び役員が富谷市暴力団排除条例（平成25年3月22日条例第13号）第2条第2号から第4号までに規定されている暴力団、暴力団員及び暴力団等ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約します。

【参考】「富谷市暴力団排除条例」
第2条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)　暴力団排除　市内において，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し，及び公共工事等における措置等を講ずることにより，暴力団により市民生活及び事業活動に生じ，又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。
(2)　暴力団　法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3)　暴力団員　法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4)　暴力団員等　次のいずれかに該当するものをいう。
ア　暴力団員
イ　暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ　法人その他の団体であって，その役員(業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず，当該団体に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちにア又はイのいずれかに該当する者があるもの



